
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞∞ アクセス ∞∞ 

 

ＪＲ立花駅南出口から徒歩約１０分(700m)。〈下図参照〉 

 

・ＪＲ立花駅(南)から…４３・４９・５０系統 

・阪急武庫之荘駅(南)から…４３・４７・４９系統 

・阪神尼崎駅から…４３系統 

 「地域総合センター今北」バス停で下車、すぐ前です。 

 

・尼崎市役所からは、南側の橘通りを西へ約１Km、ふたつ目の歩道橋の所です。 

・県道尼崎宝塚線からは、関西労災病院の南側約２００ｍ、稲葉荘２の信号を東

へ約８００ｍ、ひとつ目の歩道橋のすぐ横です。 

■  施設の概要  

⑴ 開  館 昭和 46 年５月８日(本館部分) 

⑵ 構  造 鉄筋コンクリート２階建て 

⑶ 建築面積 1,760.5 ㎡ (本館 1362.6 ㎡、分館 397.9 ㎡) 

⑷ 経  過  

・昭和31年 前身施設となる今北公民館が設置される。 

・昭和46年 今北総合センター、大庄公民館今北分館、今北保育所

を併設した複合施設を設置。 

・昭和55年 集会室等を増築、今北青少年会館、老人福祉センター

を併設。 

・昭和56年 総合センターに保健相談室、生活相談室を設置。 

・平成14年 保健相談室、生活相談室が廃止され、人権教育啓発推

進アドバイザーを配置。 

・平成18年 総合センターに公民館、青少年会館、老人福祉センター

の機能を統合。 

・平成27年 名称を「地域総合センター今北」と改め、事業の運営

管理を指定管理者「ＮＰＯ法人 人権センター東今北」

が行う。 

■  貸  室   

コミュニティづくり及び人権・同和問題の解決に向け、住

民交流の場あるいは人権学習の場として、総合センターの集

会室や各教室の貸出しを行っています。(裏面赤文字部分) 

施設はご利用日の３か月前から予約が出来ます、電話又は

総合センター窓口までお越しください。 

また、インターネット予約も利用出来ます。(利用者登録が必

要) 

詳しくは市ホームページをご覧いただくか、地域総合セン

ター今北までお問合せください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ ただし、営利・販売行為、宗教活動、政治活動に関わる目的に

は利用できません。 

 
2022.11.01 版  

はぐくもう 人へのやさしさ 思いやり 

尼崎市立  地域総合センター今北  

〒660-0054 尼崎市西立花町３丁目１４番１号 
Tel ０６-６４１６-５７２９ ・ Fax ０６-６４１９-００４５ 

Mai l：centerimakita@gmai l .com  

指定管理者 ＮＰＯ法人 人権センター東今北 

区  分  
使  用  料  (単位 :円 ) 

午前 9時  

～午後 0時  

午後 1時  

～午後 5時  

午後 6時  

～午後 9時  

本館  

教 室 1 

670円  1,050円  1,350円  
教 室 2 

教 室 4 

和   室 

料理教室 
1,200円  1,720円  2,100円  

集会室 1 

分館  

教 室 5 670円  1,050円  1,350円  

集会室 2 

(大広間) 
1,200円  1,720円  2,100円  

 

 

 

午前９時～午後９時(土曜日は午後５時１５分) 

土・日､祝祭日､年末年始(12月29日～1月3日) 

※但し、第２、第４土曜は除く 

 



 

 

 ・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・  

 

 

■住民相互の交流促進 

交流文化祭をはじめとする各種のイベントや講座、そして貸館

事業などを通して、地域のコミュニティを醸成します。 

■人権啓発と意識の高揚 

人権問題講演会や啓発キャンペーン、学習グループの支援などに

より、身近な日常生活の中の人権感覚を培います。 

■自己実現と自立の支援 

識字教室や日常生活の改善指導及び、日常における種々の相談業務に

より、自己実現と自立の支援を行います。 

■地域の伝統文化支援 

伝統の和太鼓を継承する、「鼓情炎」、「つぶて」、「天突伝」の各グ

ループに対し、広報ＰＲ等の支援をしています。 

 

 

■仲間づくり広場 

子ども同士の集団活動を通じて、仲間意識の絆を深めていき、

社会性や基本的な生活習慣の習得を図ります。 

■啓発と交流 

教科の学習や人権施設の見学、環境学習などを通じ、周辺地域

住民との交流と社会の仕組みを学びます。 

■太鼓伝創の会「つぶて」の支援 

古くより地域には太鼓職人が存在し、伝統的に太鼓打ちが伝え

られてきました。その伝統を絶やすまいと子ども達に伝えられ、

現在、和太鼓とよさこい鳴子踊りで活躍しています。 

 

■地域交流事業 

ふれあい事業を通じ、年代や地域を超えた交流によって、互い

の立場、文化を理解し合います。 

■健康増進 

健康料理教室、歩こう会、健康教室などにより、栄養・運動の

両面から高齢者の健康的な生活を確立します。 

 

■図書の閲覧や啓発映画等の貸出 

人権学習のための図書や映画を整備して、閲覧・貸出しを行

っています。 

■人権情報紙などの提供 

学習資料となる冊子やパンフレット、その他行政情報資料な

どを備え、配布・貸出しています。 

地域コミュニティ事業 

青 少 年 事 業 

高 齢 者 事 業 

そ の 他 の 事 業 

  

施設の平面図 


